
 

 

 

 

 

 函館市地域会館条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和５年３月６日 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

函館市条例第５号 

   函館市地域会館条例の一部を改正する条例 

 函館市地域会館条例（平成１６年函館市条例第７５号）の一部を次の 

ように改正する。 

 第６条第１項中第１号を削り，第２号を第１号とし，第３号を第２号

とし，第４号を第３号とし，第５号および第６号を削り，第７号を第４ 

号とし，第８号から第１１号までを３号ずつ繰り上げ，第１２号を削り， 

第１３号を第９号とし，第１４号を第１０号とし，第１５号および第16 

号を削り，第１７号を第１１号とし，第１８号から第２２号までを６号

ずつ繰り上げる。 

 別表第１中 

「 
 

                               を 
 

                              」 

「 
                                 

                              」  

「 

                                 
 
                               を 

 
 

                              」 

 

函館市小安中央会館    函館市小安町７１７番地１   

函館市汐首東会館     函館市汐首町６７番地２ 

函館市汐首東会館     函館市汐首町６７番地２     

函館市弁才町会館     函館市弁才町２７４番地２ 

函館市泊町会館      函館市泊町３２番地       

函館市館町会館      函館市館町８３番地 

に，



 

 

 

「 
                                 

                              」  

「 
 

                               を 
 

                              」 

「 
                                 

                              」  

「 

                                 
 
                               を 

 
 

                              」 

「 
                                 

                              」  

改める。 

 別表第２から別表第５までを次のように改める。 

別表第２から別表第５まで 削除 

 別表第１０および別表第１１を次のように改める。 

別表第10および別表第11 削除 

別表第１７および別表第１８を次のように改める。 

別表第17および別表第18 削除 

別表第２１から別表第２３までを次のように改める。 

別表第21から別表第23まで 削除 

   附 則 

 この条例は，令和６年４月１日から施行する。 

函館市弁才町会館     函館市弁才町２７４番地２    

函館市女那川会館 函館市女那川町１番地先 

函館市古武井会館 函館市古武井町１５０番地４ 

函館市女那川会館 函館市女那川町１番地先     

函館市柏野会館      函館市柏野町３１番地２     

  

函館市柏野会館      函館市柏野町３１番地２ 

函館市新八幡町会館    函館市新八幡町７１番地１   

函館市銚子会館      函館市銚子町４６番地２ 

 

に

に，

に，


